
令和 ４ 年 第 ６ 回

色麻町農業委員会総会議事録

令和４年６月２７日（月）



色麻町農業委員会議事録

令和４年６月２７日、色麻町農業委員会を役場会議室に招集した。

・招集委員

議席 担 当 氏 名

１ 農 政 髙 橋 たえ子

２ 農 地 堀 籠 慶 浩

３ 農 地 鎌 田 一 宣

４ 農 政 早 坂 勝 一

５ 農 政 渡 義 彦

６ 農 政 齋 條 仁 美

７ 農 地 菅 原 敏 臣

８ 農 地 阿 部 きよ子

９ 農 地 大 泉 貞 行

１０ 農 政 欠 席

１１ 農 政 畑 中 長 悦

１２ 堀 籠 勝 惠

・出席委員 １２名 ・欠席委員 １名

・会議録書記 遠 藤 由 美 ・ 事務局長 髙 橋 康 起

議決事項 議案第１８号 農用地利用集積計画(案)の意見決定について

報告第 １ 号 農地現状変更届について



議 長 皆様、大変ご苦労様です。

定刻でございますので、只今から始めたいと思います。

本日の出席委員は１１名、欠席委員１名でございます。

定足数に達しておりますので、第６回色麻町農業委員会総会を開会いた

します。

議 長 それでは、色麻町農業委員会会議規則第２２条第３項の規定により、議

事録署名委員を私から指名させていただくことに、ご異議ございませんか。

【異議なしの声あり】

議 長 それでは、５番 渡 義 彦 委員、６番 齋 條 仁 美 委員を指名いた

します。

議 長 議事に入る前に一言ご挨拶申し上げます。

・・・省略・・・

議 長 それでは議事に入ります。

議案第１８号、農用地利用集積計画（案）の意見決定についてを議題と

いたします。

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 議案第１８号 農用地利用集積計画（案）の意見決定について。

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号)第１８条第１項の規

定に基づき、色麻町長より農業委員会の意見を求められたので審議された

い。

記書きについては、省略させていただきます。

議 長 お諮りいたします。

番号６２番から番号１５３番は、農地中間管理事業による賃貸借及び使

用貸借であり、農用地利用集積計画は、出し手から機構、機構から受け手

への農地の貸借の権利が一括で移動する形式をとっており、かつ、〇〇の

創立に伴うものでありますので、審議及び採決は一括して行いたいと思い

ますが、これにご意義ございませんか。

【異議なし】

議 長 異議なしですので、一括して審議及び採決を行います。

議 長 番号６２番から番号１５３番、事務局より議案の朗読と説明をお願いし

ます。



事務局長 番号６２番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者 〇〇 さん、設

定を受ける者 宮城県農地中間管理機構 公益社団法人みやぎ農業振興公社 理事

長 江 畑 正 徳 さん、設定をする土地の所在 大字新荒人神〇－〇 外１４筆、

地目 田及び畑、地積 ２２，４０７㎡、適要につきましては記載のとおりでござ

います。

番号６３番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者 宮城県農地中間

管理機構、設定を受ける者 〇〇さん、設定をする土地の所在等は同上で、適要

につきましては記載のとおりでございます。

尚、転貸人となります機構、機構から受け手への貸付につきましては、これ以

降同一でありますので、省略させていただきます。

番号６４番及び番号６５番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇さん、設

定をする土地の所在 大字新上本町〇ー〇 外８筆、地目 田、地積 １６，７４２

㎡。

番号６６番及び番号６７番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇さん、設

定をする土地の所在 大字新杢道〇ー〇 外１４筆、地目 田、地積 ３３，１９８

㎡。

番号６８番及び番号６９番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新荒人神〇－〇 外２筆、地目 田、地積 ６，０８５

㎡。

番号７０番及び番号７１番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字新荒人神〇－〇 外１８筆、地目 田及び

畑、地積 ３４，９２７㎡。

番号７２番及び番号７３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新中堀添〇ー〇 外１９筆、地目 田、地積 ５０，５

４７㎡。

番号７４番及び番号７５番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字新荒人神〇－〇 外１８筆、地目 田及び

畑、地積 ３５，２７４㎡。

番号７６番及び番号７７番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者



〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字下本町南〇－〇 外１８筆、地目 田及び

畑、地積 ４０，２５８㎡。

番号７８番及び番号７９番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字上本町〇－〇 外９筆、地目 田及び畑、

地積 １４，４１９㎡。

番号８０番及び番号８１番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新上本町〇－〇、地目 田、地積 ８００㎡。

番号８２番及び番号８３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新荒人神〇ー〇 外３筆、地目 田、地積 ９，７４１

㎡。

番号８４番及び番号８５番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新中堀添〇－〇 外６筆、地目 田、地積 １４，１７

３㎡。

番号８６番及び番号８７番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新荒人神〇－〇 外４筆、地目 田、地積 ６，９０６

㎡。

番号８８番及び番号８９番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者

〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字新中堀添〇ー〇 外２２筆、地目 田及び

畑、地積 ４７，９５６㎡。

番号９０番及び番号９１番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をする者

〇〇さん、設定をする土地の所在 大字新荒人神〇ー〇 外１８筆、地目 田及び

畑、地積 ３７，４９８㎡。

番号９２番及び番号９３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新上本町〇－〇 外９筆、地目 田、地積 １６，０６

８㎡。

番号９４番及び番号９５番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新荒人神〇ー〇 外５筆、地目 田、地積 １０，２５

３㎡。



番号９６番及び番号９７番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新荒人神〇ー〇 外８筆、地目 田、地積 １９，６７

２㎡。

番号９８番及び番号９９番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新中堀添〇－〇 外１１筆、地目 田、地積 ２０，５

０６㎡。

番号１００番及び番号１０１番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字新上本町〇－〇 外１７筆、地目

田及び畑、地積 ２６，７６９㎡。

番号１０２番及び番号１０３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新中堀添〇ー〇 外２２筆、地目 田、地積 ３９，

４５４㎡。

番号１０４番及び番号１０５番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字新下本町〇－〇 外１０筆、地目

田及び畑、地積 １６，０９０㎡。

番号１０６番及び番号１０７番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字新山下〇ー〇 外２２筆、地目 田

及び畑、地積 ４４，２３４㎡。

番号１０８番及び番号１０９番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新下本町〇ー〇、地目 田、地積 １，６３２㎡。

番号１１０番及び番号１１１番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字新中堀添〇ー〇 外８筆、地目 田

及び畑、地積 １４，１８９㎡。

番号１１２番及び番号１１３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新山下〇ー〇 外５筆、地目 田、地積 １２，０

２６㎡。

番号１１４番及び番号１１５番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ



ん、設定をする土地の所在 大字新荒人神〇－〇 外１２筆、地目 田、地積 １４，

８４３㎡。

番号１１６番及び番号１１７番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新大原〇－〇 外２筆、地目 田、地積 ６，７８

２㎡。

番号１１８番及び番号１１９番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字高清水〇－〇 外２６筆、地目 田

及び畑、地積 ３９，９０９㎡。

番号１２０番及び番号１２１番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新手倉〇－〇 外２筆、地目 田、地積 ４，１４

０㎡。

番号１２２番及び番号１２３番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字永嶋南〇ー〇 外２２筆、地目 田

及び畑、地積 ３１，０７１．７１㎡。

番号１２４番及び番号１２５番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字新中堀添〇－〇 外１０筆、地目

田及び畑、地積 １７，４５７㎡。

番号１２６番及び番号１２７番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新中堀添〇－〇 外４筆、地目 田、地積 ８，８

１２㎡。

番号１２８番及び番号１２９番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字永嶋南〇－〇 外１３筆、地目 田、地積 ２２，

２８２㎡。

番号１３０番及び番号１３１番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字永嶋南〇－〇 外１８筆、地目 田

及び畑、地積 ４０，６７０㎡。

番号１３２番及び番号１３３番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字永嶋南〇－〇 外２３筆、地目 田、



地積 ４８，９８０㎡。

番号１３４番及び番号１３５番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字永嶋南〇ー〇 外２４筆、地目 田、地積 ５６，

０６５㎡。

番号１３６番及び番号１３７番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新中堀添〇ー〇 外８筆、地目 田、地積 ２１，

０７５㎡。

番号１３８番及び番号１３９番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇さん、

設定をする土地の所在 大字新荒人神〇ー〇、地目 田、地積 ２，７２７㎡。

番号１４０番及び番号１４１番、権利の種類 賃貸借、設定をする者〇〇 さん、

設定をする土地の所在 大字新荒人神〇ー〇、地目 田、地積 ２，３４３㎡。

番号１４２番及び番号１４３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新焼切〇－〇 外１筆、地目 田、地積 １，９７

９㎡。

番号１４４番及び番号１４５番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇さん、

設定をする土地の所在 大字新杢道〇－〇、地目 田、地積 １０２㎡。

番号１４６番及び番号１４７番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新荒人神〇ー〇 外３筆、地目 田、地積 ６，８

４３㎡。

番号１４８番及び番号１４９番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新手倉〇－〇、地目 田、地積 １，１１１㎡。

番号１５０番及び番号１５１番、権利の種類 賃貸借及び使用貸借、設定をす

る者 〇〇 さん、設定をする土地の所在 大字新手倉〇ー〇 外１８筆、地目 田

及び畑、地積 ３２，０２０㎡。

番号１５２番及び番号１５３番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さ

ん、設定をする土地の所在 大字新上本町〇ー〇 外８筆、地目 田、地積 １５，

０８７㎡。



議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号６２番から番号１５３番は可と決しました。

議 長 お諮りいたします。

番号１５４番と番号１５５番は、農地中間管理事業による賃貸借であり、農用

地利用集積計画は、出し手から機構、機構から受け手への農地の貸借の権利が一

括で移動する形式をとっておりますので、審議及び採決は一括して行いたいと思

いますが、これにご意義ございませんか。

【異議なし】

議 長 異議なしですので、一括して審議を行います。

議 長 番号１５４番、番号１５５番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１５４番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 〇〇 さん、設定を受ける

者 宮城県農地中間管理機構 公益社団法人みやぎ農業振興公社 理事長 江 畑 正

３，２８５㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

番号１５５番、権利の種類 賃貸借、設定をする者 宮城県農地中間管理機構、

設定を受ける者 〇〇 さん、設定をする土地の所在等は同上で、適要につきまし

ては記載のとおりでございます。

第２回農業委員会総会で農地法第３条の規定による許可の決定を受けて〇〇さ

んが新たに取得した農地について、〇〇さんと利用権を設定するものでございま

す。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１５４番、番号１５５番は可と決しました。

議 長 番号１５６番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。



事務局長 番号１５６番、権利の種類 売買、移転をする者 宮城県農地中間管理機構 公

益社団法人みやぎ農業振興公社 理事長 江 畑 正 徳 さん、移転を受ける者 〇

〇 さん、設定をする土地の所在 王城寺字八原〇－〇 外３筆、地目 田、地積

１２，１３８㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

先月の総会でご可決いただきましたみやぎ農業振興公社の農地売買等事業を活

用した〇〇さんから公社への売買の登記が完了しましたので、公社から〇〇さん

への売り渡しを行うものです。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１５６番は可と決しました。

議 長 番号１５７番、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 番号１５７番、権利の種類 売買、移転をする者 宮城県農地中間管理機構 公

益社団法人みやぎ農業振興公社 理事長 江 畑 正 徳 さん、移転を受ける者 〇

〇 さん、設定をする土地の所在 志津字新鷹巣〇ー〇 外７筆、地目 田、地積

１４，９１７㎡、適要につきましては記載のとおりでございます。

先月の総会でご可決いただきましたみやぎ農業振興公社の農地売買等事業を活

用した〇〇さんから公社への売買の登記が完了しましたので、公社から〇〇さん

への売り渡しを行うものです。

議 長 内容の説明が終わりました。ご発言いただきます。

【異議なしの声あり】

議 長 異議なしの声がありますが、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。

【全員挙手】

議 長 全員賛成ですので、番号１５７番は可と決しました。

議 長 以上で、議案第１８号、農用地利用集積計画（案）の意見決定については、原

案のとおり可と決しました。

議 長 続きまして、報告第１号 農地現状変更届について 事務局より報告をお願い



します。

事務局長 色麻町農業委員会農地現状変更届出指導要綱第３条第１項の規定に基づき、農

地現状変更届出書を受理したので、第４条第１項の規定により報告いたします。

農地の所在、地目、面積、届出人及び工事施工者等については記書きのとおり

でございます。

別紙審議資料をご覧ください。

４月２６日付けで届出があり、該当地目３筆とその間にある町から払い下げら

れた公衆用道路を、作業効率及び水利の利便性向上を目的として合一する工事で

ありましたが、事務局で現地確認を行い、周辺農地等への影響は無いと判断し受

理しております。

その後、５月２５日に工事が完了した旨の報告書が提出されております。

議 長 ただいま事務局から報告がありました報告第１号について、ご質問等ございま

すか。

【なしの声あり】

議 長 なしの声がありますので、報告第１号を終了いたします。

議 長 本日附議されました案件につきましては、以上であります。

第６回 色麻町農業委員会総会を閉会いたします。

開会時刻：午前 ９時５５分

閉会時刻：午前１０時３０分

上記会議の顛末を記載し、相違ないことを証する。

令和４年６月２７日

議 長（会長） 堀 籠 勝 惠 ㊞

署 名 委 員 渡 義 彦 ㊞

署 名 委 員 齋 條 仁 美 ㊞


